
災害対策基本法（抜粋）

第６３条 （市町村長の警戒区域設定権等）

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生

命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、

市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対

して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命ずることができる。
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